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台東区次世代育成支援計画（第三期）について 

 

 

１ 策定経過 

日 程 内 容 

令和６年１２月４日 
第４回定例会子育て・若者支援特別委員会 

中間のまとめ報告 

令和６年１２月５日 

～令和６年１２月２６日 
パブリックコメント実施 

令和７年１月２０日 台東区次世代育成支援地域協議会報告・意見聴取 

 

２ パブリックコメント実施結果 

  別紙１のとおり 

 

３ 「中間のまとめ」からの主な変更点 

項番 頁 変更箇所 変更内容 

１ 21 

～23 

第２章 

「統計データ

からみる状況」

の各種グラフ 

下記グラフを追加。 

・区立小中学校特別支援学級の在籍児童・生徒数 

・区立小中学校通級指導学級の通級児童・生徒数 

・区立小中学校特別支援教室の在室児童・生徒数 

・いじめの認知件数 

・不登校の児童・生徒数 

・不登校児童・生徒のうち、校内の相談機能・ 

校外の関係機関等につながっていない割合 

２ 38 基本目標１の

施策の指標 

「不登校児童・生徒のうち、学校、関係機関、民間施設等

とつながっていない割合」を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ７ 日 

子育て・若者支援特別委員会資料 

区民部子育て・若者支援課 
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項番 頁 変更箇所 変更内容 

３ 44 

～89 

第４章 

計画事業全般

及び「第４章 

施策の展開」

の見方 

・事業ごとに、取組（主な活動指標）や令和６年度の現状、

令和 11年度の目標を追記した上で、「第４章 施策の展開」

の見方を作成。 

 

・子ども・子育て支援事業計画や子供の貧困対策計画、子

供・若者支援計画に位置づけられる事業については、事業

番号の下に、凡例に基づく記号を追加。 

 

・下記事業を追加。 

  事業 No. 22 チャレンジクラスの整備（p.48） 

  事業 No. 23 校内別室指導支援員の配置（p.48） 

  事業 No. 24 １人１台端末を活用した子供の相談窓口（p.48）  

  事業 No. 63 補助教材費等支援（p.55） 

  事業 No. 68 とうきょう すくわくプログラム（p.56） 

  事業 No.107  副校長補佐の配置（p.64） 

事業 No.118  特別支援学級の整備（p.66）  

４ 111 

～121 

資料編 資料編を追加。 

１ 中間のまとめに係るパブリックコメント（意見公募）  

２ 計画の策定経過 

３ 台東区次世代育成支援地域協議会設置要綱 

４ 台東区次世代育成支援地域協議会委員名簿 

５ 台東区次世代育成支援計画（第三期）策定庁内検討会設置要綱 

６ 台東区次世代育成支援計画（第三期）策定庁内検討会委員名簿 

７ 児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

 

４ 台東区次世代育成支援計画（第三期）（案） 

  別紙２のとおり 

 

５ 今後の予定 

  令和７年 ３月下旬 台東区次世代育成支援計画（第三期）発行 
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『台東区次世代育成支援計画（第三期） 中間のまとめ』 

パブリックコメント実施結果 

 

分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
１ 

１ 

こども基本法が施行され台東区も

施策の策定等に関してこどもの意見

反映に係る措置を講じることが義務

付けされました。台東区議会でも10年

以上前から議論はされておりますが

台東区にはその昔、昭和23年～25年ま

で子供議会（小学校５、６年生から各

校１名）と少年議会（中学生）が設置

されておりました。 

「次世代育成支援に関するニーズ

調査」などを実施されているとは思い

ますが23区内でも葛飾区、墨田区、豊

島区などでは子ども議会で意見を取

り入れる施策を行っています。今こ

そ、この取り組みをぜひ台東区でも復

活させて未来の子供たちに夢のある

台東区にしていただきたい。 

特にまちづくりなど長期のビジョ

ンに関する政策を決定する上では、高

齢者よりも子供たちや若者の意見が

反映される仕組みを取り入れてもら

えることを願います。 

本区はこれまでも、ニーズ調査や区

長と語る会、区政モニターのほか、各事

業においても、必要に応じて子供や若

者の意見を聴く機会を確保してまいり

ました。本計画では、こども基本法やこ

ども大綱の趣旨を踏まえ、改めて「区政

運営における子供の参加の促進」を計

画事業に位置づけています。 

今後も国の「こども・若者の意見の政

策反映に向けたガイドライン」や他自

治体の取組を参考に、子供や若者の意

見を聴く機会の拡大や区政運営に反映

するための仕組みづくりに取り組んで

まいります。 

 

（施策の展開１ 子供の権利保障と意

識の醸成） 

 

 

 

 

 

意見受付期間 令和６年１２月５日（木）～令和６年１２月２６日（木） 

意見受付場所 

区公式ホームページ上での受付のほか、各区民事務所・分室、地

区センター、区政情報コーナー、生涯学習センター、子ども家庭

支援センター、台東保健所保健サービス課、浅草保健相談センタ

ー、松が谷福祉会館、児童館、子育て・若者支援課窓口で中間の

まとめを閲覧・意見受付。 

意見受付件数 ２３人、３９件 

提出方法の内訳 
郵送 ０人（０件）       ファクシミリ ０人（０件） 

ホームページ ２３人（３９件） 持参 ０人（０件） 

別紙１ 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
１ 

２ 

いじめなどが発覚した際の警察と

の連携。学校だけで対処しない方針 

各学校においては、いじめの未然防

止・早期解決に向けて、普段から警察等

と連携しており、迅速かつ柔軟な対応

に努めているところです。 

教育委員会としても、警察や関係機

関、学校・園で組織する「台東区いじめ

問題対策連絡協議会」を設置し、定期的

に情報共有を図るとともに、関係者間

の連携に関する協議を行っています。 

教育委員会は、今後も、学校だけで問

題を抱え込むことのないよう、迅速か

つ柔軟な課題解決に向け、各学校とと

もに取り組んでまいります。 

 

（施策の展開３ いじめ防止と不登校

の子供への支援） 

 

基
本
目
標
２ 

３ 

子育て支援の情報も取れたり取れ

なかったりします。もっと情報を取り

やすい何かがあれば、情報弱者が出ず

に、平等に支援が受けられるようにな

ると思います。 

本区では、妊娠届出時から「母と子の

保健バッグ」をお渡しするとともに、全

ての妊婦を対象に、ゆりかご・たいとう

面接を実施しており、その方に合った

支援のご案内に努めているところで

す。加えて、令和６年度からは「たいと

うおやこ手帳アプリ」を活用し、プッシ

ュ型の通知による事業案内等を開始し

ました。 

今後も、様々な媒体や機会を通じて、

子育て支援に関する情報を必要とする

方に届け、切れ目ない支援につなげら

れるよう努めてまいります。 

 

（施策の展開１ 包括的な相談支援体

制と情報提供の充実） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
２ 

４ 

子育て世代のために、家事育児のサ

ポートをしてくれる制度の拡充をお

願いします。 

本区では、産前産後の家事・育児負担

軽減のため、必要な家庭にヘルパーを

派遣し、家事や育児の援助や助言・相談

等を行っています。なお、令和７年度か

らその対象期間を、「１歳まで」から「３

歳になる前日まで」に変更し、利用上限

時間も併せて拡大します。 

その他の制度の拡充についても、引

き続き利用者の声をはじめとする区民

ニーズ等を踏まえ、検討してまいりま

す。 

 

（施策の展開２ 妊娠・出産に対する

支援） 

 

基
本
目
標
２ 

５ 

インフルエンザ予防接種費用を高

齢者と同じく全額負担にしてほしい

です。 

高齢者のインフルエンザ予防接種

は、法令に基づく定期接種で、非課税世

帯と生活保護世帯を除き、一定額の自

己負担をお願いしています。 

一方、子供のインフルエンザ予防接

種は、法令に基づかない任意接種で、基

本的には全額自己負担となりますが、

本区では、子育て当事者の負担軽減を

図るため、接種費用の一部を助成して

います。助成額や対象年齢は、適宜、拡

大を図ってきており、更なる充実につ

いては、予防接種を取り巻く状況等に

より、適切に判断してまいります。 

 

（施策の展開３ 母子保健の推進） 

 

基
本
目
標
２ 

６ 

台東区準夜間・休日こどもクリニッ

クについてですが、年末年始やお盆、

ゴールデンウイークなどお休みが続

く期間に子どもが発熱など体調を崩

した際、受診先が見つからず、永寿総

合病院に受診希望を出しても、各科を

台東区準夜間・休日こどもクリニッ

クでは、急な発病で治療すれば帰宅で

きる病状の子供に応急処置を行う医療

機関として、医師会等の協力により、近

隣の大学病院等から派遣された小児科

専門医が永寿総合病院にて初期救急医
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

電話でたらい回しになり、「来ても解

熱剤を渡すだけだが、それでもよけれ

ば来てください」と受け入れる気があ

まりないように感じる対応が続いた。 

現在は、訪問診療などもできてサー

ビスが良くなってきている中、今まで

のやり方では淘汰されてしまうサー

ビスも出てきてしまうと思うので、各

基本目標の計画事業に挙げただけで

はなく、稼働率なども確認して言って

ほしいと思う。 

療を行っています。 

運営にあたっては、円滑に診療を行

うため、稼働率を含めた実績やクリニ

ックに挙げられた患者の声等のデータ

を関係者間で共有し、意見交換を行っ

ています。 

今後も区民の皆様が安心して子育て

できるよう、準夜間・休日の小児医療の

提供に努めてまいります。 

 

（施策の展開４ 小児医療の確保） 

 

基
本
目
標
２ 

７ 

年収に関係なく経済的支援を拡充

して欲しい。消費税の撤廃やその分を

こども商品券で配るなども嬉しい。 

本区では、これまでも、すべての産婦

を対象とした５万円の助成や学校給食

の食材調達の全面支援等、世帯年収に

関わらず、子育て当事者の経済的な負

担を軽減するための取組を実施してい

ます。さらに、令和７年度からは、区立

小中学校へ通う児童・生徒等が学校の

教育活動において使用する補助教材や

学用品費等に係る費用も補助します。 

引き続き、必要な施策について検討

を進めるとともに、各施策において、所

得制限を設けるかどうかは、個々の制

度の目的や支援方法等に応じて、それ

ぞれ判断してまいります。 

消費税の撤廃やその分の還元策等に

ついては、国の施策に関するものであ

り、区として回答はいたしかねますが、

今後の参考にさせていただきます。 

 

（施策の展開５ 経済的負担の軽減） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
３ 

８ 

就学前教育の充実、具体的には、こ

ども園の拡充を期待したい。こども園

は人気で魅力的だが、フルタイムで共

働きで親が遠方だけの私の家庭では

子どもが入れない。非常に狭く小規模

園ばかりで選択肢にならない施設が

多い。担い手不足の時代に、集約して

魅力的な園を作ってほしい。 

本区では、子ども・子育て支援事業計

画に基づき、幼稚園・保育所の地域バラ

ンスを考慮しながら、認定こども園を

整備してまいりました。 

地域のニーズや教育・保育施設との

人数バランス等を考慮する必要がある

ため、現在、こども園を拡充する計画は

ありませんが、今後も保護者の皆様に

安心してお子さんを預けていただける

よう、いただいたご意見を参考にしな

がら、教育・保育施設の適切な提供体制

の整備に取り組んでまいります。 
 

（施策の展開２ 多様な保育サービス

の展開） 

 

基
本
目
標
３ 

９ 

幼稚園の預かり保育の利用に関し

て、利用日の申請や変更、キャンセル、

空き状況の確認等は電子申請やアプ

リで可能になるとよいと思います。 

区立幼稚園の預かり保育は、令和７

年度より、全 10園一括で事業者に業務

委託します。この中で、預かり保育の申

込・取消の受付や予約状況の管理につ

いて、オンラインでの実施を予定して

います。 
 

（施策の展開２ 多様な保育サービス

の展開） 

 

基
本
目
標
３ 

１０ 

一時預かり事業（幼稚園型）の充実

希望です。 

親子ともに慣れ親しんでいる幼稚

園での預かりは希望者が多い。また、

少しだけ働きたいという母のニーズ

にも合っているが、空きがないという

声もよく聞こえる。特に夏休み等、母

子ともに預かり保育はリフレッシュ

にも効果的と感じています。 

預かり保育（定期利用）については、

令和７年度より区立幼稚園全園で実施

し、長期休業日等にも対応することで、

保護者の利便性の向上に努めてまいり

ます。また、私立幼稚園に対しては、預

かり保育事業実施に係る経費の一部を

補助することで、事業実施・拡充を促進

してまいります。 
 

（施策の展開２ 多様な保育サービス

の展開） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
３ 

１１ 

公立幼稚園の入園率が低く、その人

数に対して、預かり保育や弁当給食な

どサービスの充実を行うよりも、子育

て世帯へのサポートに注力や財源を

まわした方がいいのではないかと思

う。幼稚園に入園すると支度金が支払

われるが、保育園に入園するのでも各

園の保護者負担金を見ていただくと

少なからずあることを加味するべき

だと思う。 

現在、国・都・区の幼児教育・保育の

無償化等により、３～５歳児や第２子

以降の０～２歳児に係る保育料を無償

化し、保育所における副食費の支援を

行う等、保護者負担の抑制を図ってい

ます。また、東京都においては、令和７

年９月から第１子無償化も検討されて

いるところです。 

今後も、国や都と連携しながら、子育

て家庭のニーズに応じた、多様な保育

サービスを展開するとともに、保護者

負担の更なる抑制に努めてまいりま

す。 

 

（施策の展開２ 多様な保育サービス

の展開） 

 

基
本
目
標
３ 

１２ 

現在、松が谷保育園に通っているも

のです。平日実施されている園の行事

の改善についての意見です。保育園に

預けている親御さんたちは何かしら

の形で働かれているかと思います。 

・親子遠足の平日実施…土曜日もしく

は、親子をなくして遠足にする。 

・運動…昨年はリバーサイドで土曜に

実施していましたが、今回はどうも予

約が取れないとのことで田中スポー

ツセンターでの実施になりました。私

立園や一般利用の方を優先で区立園

は優先度低いと聞きました本当でし

ょうか？ 

・発表会(一般的にいうところのお遊

戯会)…２日間開催で、平日の午後

(15:20～)もしくは午前(10:10～)で

開催されています。どちらも学年ごと

の入れ替え制の為時間の幅あります。

土曜開催や期間付きでネット配信や

区立保育園では、「保育所保育指針」

に基づき、保育を必要とするお子さん

に対して、一般保育等を提供するとと

もに、地域に開かれた児童福祉施設と

して、子育て家庭への支援等を行って

います。共通の保育理念「人権尊重の精

神に基づき、豊かな生活体験を積み重

ねながら、規範意識の芽生えを育て、一

人一人のよさと可能性を伸ばしていく

ことで、『生きる力』の基礎を培う。」

のもと、保育を実施しているところで

す。 

なお、園行事については、保育活動の

一環として、通常の保育時間に開催し

ています。行事実施後は、開催時期も含

め保護者アンケートを実施し、様々な

声をいただきながら改善を図り、次年

度の計画にも反映させています。 

また、写真撮影やシーツ交換等、保護

者のご負担になるところもありますが
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

DVDで焼く等やりようはあるのではな

いかと思います。私立園では実施して

いると聞いています。 

・保護者会(各学年ごと)…年２回の保

護者会が平日午後(15:30～)にありま

す。私立園であれば、土曜日やオンラ

イン開催もあると聞いています。 

・保育参観…パパ先生、ママ先生とな

り午前中に保育に参加します。 

今あげただけでも、年間で５日ほど

休みを取らなくてはならず、子供が増

えれば被るものもあるにはあります

が参加を前提にすると休まざるを得

なく。また、病欠で休みも発生するの

は然りでして有給がほとんど園で飛

んでしまう状況です。我が家の場合テ

レワーク、時差、フレックスがなく対

応するのは至難の業です。また、日常

の写真を見る機会がなく業者に依頼

するなどは無理なのでしょうか？ 

今後アルバムを親御さんたちが集

まって作ろうとなった際に、何もなく

園に負担を掛けているのが現状です。 

イベント(遠足、運動会、発表会、卒園

式等)、日常(夏祭り、プール、秋祭り

等)、毎日でなくとも要所要所の写真

撮影を検討頂きたいです。 

親への負担でいうと、シーツ交換も

負担です。市販のサイズが当てはまら

ないので、既製品の購入ではなくオー

ダーになること。また、毎週の交換で

時間に制限があること。今後検討して

頂きたいです。 

課題等を整理しながら、お子さんが安

心して園での生活が送れることを第一

に取り組んでいます。 

引き続き、園とご家庭の連携を密に

しながら、お子さんが健康で安全な、そ

して情緒の安定した生活ができる環境

を整えてまいります。 

 

（施策の展開３ 教育・保育サービス

の質の向上） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
３ 

１３ 

保育士の待遇改善に関しては、継続

かつ拡大してほしい。 

保育士に対する処遇改善について

は、国や都の補助金も活用して、保育事

業者の賃金の引き上げやキャリア育成

に向けた取組を支援しているところで

す。引き続き、国や都の動向を注視しつ

つ、当支援を継続することによって、保

育サービスの質の向上を図り、保護者

の皆様が安心してお子さんを預けられ

る環境を確保してまいります。 

 

（施策の展開３ 教育・保育サービス

の質の向上） 

 

基
本
目
標
３ 

１４ 

台東区の抱える様々な問題にアプ

ローチした計画で、保育現場等の目線

も入っており、作成に携わられた方に

敬意を表します。 

そのうえでご意見させていただく

と、事業によって対象施設が異なる点

が気になっております。 

例えば、計画事業No.89では特に対

象となる施設はありませんが、90番で

は「私立認可保育所等」が対象、91番

では「区内の認可保育所や認証保育所

等」、92番では「私立保育所・こども

園及び地域型保育施設」、93番では「公

設公営保育園・こども園11園」、94番

では「保育所等」となっております。

もちろん93番など制度設計上対象施

設を限定するべきものもありますが、

90番や92番、94番については対象施設

を絞り込むべきものではないと考え

ております。日本国全体としても保育

の量的確保から質的確保に転換して

いる今般において、台東区内の保育・

教育分野における質的確保を目指す

のであれば、対象施設を絞りすぎず広

各事業については、在籍児童数や職

員の人員配置等を確認した上で、補助

の適否や補助額を決定しています。 

認可保育所等においては、区が利用

調整や運営費補助を行っており、各施

設の情報を把握しているため、その情

報に基づき、適切に補助しています。 

一方、認可外保育施設については、在

籍児童数や職員の人員配置等の情報を

区が取得していないことや、保育料決

定等の保育運営について施設に自由裁

量がある等、認可保育所等と異なる部

分が多いため、補助にあたって検討す

べき課題があります。 

本区としても、質の高い保育サービ

スの需要は、今後一層高まっていくも

のと考えています。 

いただいたご意見を、今後の参考に

させていただきながら、引き続き各補

助事業を実施してまいります。 

 

（施策の展開３ 教育・保育サービス

の質の向上） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

く認めるべきであり、例えば実質的に

許認可と同等レベルである「認可外保

育施設の基準を満たす旨の証明」が出

ている認可外保育施設まで広げるな

ど、台東区内で多様な保育サービスを

提供する保育事業者が質の高い保育

サービスを提供できるように配慮し

た計画としていただけると、より良い

台東区の保育を実現できるのではな

いかと思います。 

 

※事業番号は、中間のまとめから変更

したため、修正させていただきました。 

基
本
目
標
４ 

１５ 

一年の1/3が夏のような気温です

が、台東区内に遊べる公園がありませ

ん。夏の間に遊べる公園を整備してほ

しいです。じゃぶじゃぶ池の設置や公

園に夏の間だけでも屋根をつける等

してほしいです。子供の体力低下が問

題視されていますが、遊ぶ場所もなけ

れば中々体力つけることも難しいと

思います。 

公園では、夏の暑さ対策として、ミス

ト遊具や砂場への日よけの設置等を行

っています。区内には狭小な公園が多

いため、一つの公園に様々な機能を設

けることは難しい状況にありますが、

水遊び施設は、設置要望の多い公園機

能です。今後、区内の公園全体でバラン

スに配慮しながら導入を検討してまい

ります。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 

 

基
本
目
標
４ 

１６ 

魅力ある公園をつくるというのは

ありがたいのですが、昨今は猛暑で外

遊びができない日が増えています。墨

田区の墨田健康スポーツセンターの

ような、小学生にとっても魅力的な遊

べる屋内プールを作ることはできま

せんか。リバーサイドのプールは屋外

で夏期のみしか利用できず、暑すぎる

日はしんどいです。ウォータースライ

ダーや流れるプールのある全天候型

のプール施設があれば、沢山の子供た

区内には、通年で利用できる全天候

型のプール施設として、清島温水プー

ルがあります。令和６年度は、天井耐震

改修工事のため、２月まで休館してい

ますが、３月から再開します。ウォータ

ースライダーや流れるプール等の設備

はありませんが、区民の皆様が日常的

に水泳に親しめるよう施設を運営して

まいります。 

また、（仮称）北上野二丁目福祉施設

には、屋内で自由にスポーツができる
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

ちが利用し、運動不足を解消できると

思います。 

また、室内の遊び場というと未就学

児を想定されがちですが、小中学生向

けの常設の大型室内アスレチック等

もあれば、小中学生の運動の幅が広が

ると思います。北上野の「運動室」も

体育館のようなものなのかなという

印象なのですが、屋内型の公園のイメ

ージで小中学生が一人でふらっと行

っても楽しく遊べる場であったらい

いなと思います。 

小学校でのアンケートでも運動不

足を懸念する声を見かけます。ご検討

ください。 

「運動室」のほか、屋外に「インクルー

シブひろば」を設置します。 

今後も屋内外問わず、地域において、

小中学生が安全・安心で気軽に立ち寄

ることのできる遊び場を確保してまい

ります。 

いただいたご意見は、今後の参考に

させていただきます。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 

 

基
本
目
標
４ 

１７ 

昨今の生活費の上昇等で日々の生

活に余裕がなくなってきています。習

い事ひとつ取っても値段が上がって

おり、削っています。 

また外国人が増えており、公園で10

人ほどでサッカーをしていたり、もち

ろん小さい子のサッカーやパスの練

習程度ならいいんですが高学年〜中

学生くらいのインド系の方で言葉も

通じず、私に当たっても謝りもせずで

す。私が見た場所は竹町公園、小島公

園ですが、小島公園の方が大きい子が

多いです。またそういった子が小さい

子を押したりと、怖いです。安心して

こどもを育てられるように行政から

外国籍のこどもがいる家庭に通達す

るなどができればしてほしいです。 

区の体操教室は大変助かっていま

す。ありがとうございます。 

ご意見にある公園でのボール遊び

は、スポーツコーナーがある公園を除

いては、原則禁止となっています。公園

利用のルールについては、利用実態に

応じて、外国語での掲示物を掲出する

ほか、多言語情報紙でも定期的に掲載

し、周知を図っています。 

なお、今回のご意見をいただき、状況

を確認した上で、小島公園については

ヒンドゥ語・英語併記での「ボール遊び

禁止」の掲示物を掲出しました。 

今後も、ルールを守って安全・安心に

公園をご利用いただけるよう、様々な

媒体を通じて、意識啓発を推進してま

いります。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 

 

 

 

 



 

13 

 

分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
４ 

１８ 

子どもが春から中学生になります。

小学生のころは放課後子ども教室や

児童館など放課後にお友達と気軽に

過ごせる居場所があり、とても楽しく

利用させていただいていました。中学

生になってからも、安心して過ごせる

居場所の選択肢があるといいと思っ

ています。児童館は小さいお子さんが

多い時間は中学生には利用しづらく、

中高生タイムも利用を進めてみるつ

もりですが、場所や時間が限定されて

いるため利用しにくいと感じていま

す。文京区の青少年プラザ（b-lab）の

ような、中高生向けに特化した施設・

居場所づくりの充実をしてほしいで

す。 

児童館各館では、勉強やスポーツ、語

らいの場等、中高生にとって児童館が

居場所のひとつとなるよう、中高生の

ニーズに合わせた支援を行っていま

す。また、池之端児童館と今戸児童館で

は、中高生が専用で利用できる時間「中

高生タイム」を設けて中高生がスポー

ツや楽器練習、自主学習等をできる場

所を提供しています。 

また、（仮称）北上野二丁目福祉施設

には、学校や家庭以外の居場所として、

中高生を含む、小学生から 39歳までを

対象とした「交流の場（若者を中心とし

たエリア）」を整備します。 

今後も、地域において、子供・若者が

安全・安心に過ごすことができる居場

所づくりを進めてまいります。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 

 

基
本
目
標
４ 

１９ 

台東区内の児童館は子どもの放課

後の居場所としていつもお世話にな

っています。プログラムが充実してい

て、職員の方も優しく「一緒に子育て

していきましょう」とお声がけいただ

き、子どもたちも安心して楽しく過ご

させていただいています。本当にいつ

もありがとうございます。 

日曜日はお休みですが、職員の先生

方は児童館合同行事や地域イベント

への参加などで子どもたちのために

従事してくださっているように思い

ます。イベントごとはとてもありがた

いとは思う一方で、日曜日通常開館を

優先して取り組んでいただきたいな、

と思うこともあります。特に真夏・真

児童館は、地域における児童の健全

育成の拠点としての役割を担っていま

す。そのため、地域イベントへの参加協

力をはじめとした地域・学校・関係機関

との連携や、より多くの方に児童館を

知ってもらうきっかけにもなる児童館

合同行事等は大変重要なものと考えて

います。 

児童館の日曜開館についてのご要望

は承知をしており、引き続き実施の可

否も含めて検討してまいります。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

冬などは室内で過ごせる子どもの居

場所が少ないと感じます。イベントと

日曜日通常開館を両方してほしいと

いうわけではなく、イベントよりは月

に数回でも日曜日の通常開館を優先

していただけないでしょうか。 

基
本
目
標
４ 

２０ 

公園でもっとボール遊びができる

公園を増やしてほしい。ドッジボール

や野球がやりたい。小島公園にボール

コーナーができると聞いて嬉しい。精

華公園にも作ってほしい。 

令和６年 12月末現在、公園内でボー

ル遊びができるスポーツコーナーは、

区内７公園に設置しており、来年度に

は小島公園への設置に向けて準備を進

めています。今後も、区内の公園全体で

バランスに配慮しながら導入を検討し

てまいります。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 

 

基
本
目
標
４ 

２１ 

休日、祝日に幼児が駆け回れる有償

（低価格）の屋内施設の開放（土曜日

だけでなく日曜日中心） 

休日等に幼児が体を動かして遊べる

屋内施設についてのご要望は承知をし

ています。 

今後、（仮称）北上野二丁目福祉施設

には、屋内に立体遊具やネット遊具を

備えた「あそびひろば」を設け、幼児が

のびのびと過ごせる環境を整備しま

す。 

引き続き、屋内外を問わず、地域にお

いて、子供・若者が安全・安心で気軽に

立ち寄ることのできる遊び場を確保し

てまいります。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
４ 

２２ 

公園は公園課(管理者)で対応、それ

では子どもにとって魅力的なものに

は限界がある。近隣区の墨田区押上公

園のようなプレイリーダーがいて教

育系部署が管轄する場所や産業振興

部署が管轄して民間活力を導入する

広場、所有者不明空き家跡地を活用し

た広場など、様々な部署が公園や遊び

場を運用し、切磋琢して特色ある次世

代の育成の場を提供してほしい。 

区内の公園においては、地域の行事

や児童館のイベント、まちづくり事業

等、子供・若者にとっても魅力的な活用

が行われています。 

公園の活用については、他自治体に

おいても、プレーパークや民間活力の

導入等、様々な形態で取組が進められ

ていることは認識しています。一方、区

内には狭小な公園が多く、運営方法や

自由に遊べる空間を確保する等の課題

があることから、地域の皆様のご意見

をよくお聞きしながら、更なる活用に

ついて検討してまいります。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 

 

基
本
目
標
４ 

２３ 

いつも我々区民のためにご尽力あ

りがとうございます。 

北上野二丁目福祉施設の「学習室」

について、個人ごとに机に衝立をつけ

た半個室型（？）のブースとなってい

るようですが、グループ学習ができる

ファミレス席にしてはどうでしょう

か。港区にある中高一貫校で、生徒ホ

ールをファミレス席（こちらはなんと

お菓子もOKだそうです）にしたとこ

ろ、グループで勉強する生徒が増えた

という記事を見て羨ましく思いまし

た。生徒アンケートの結果このような

学習スペースになったそうで、時代に

合った学習スペースの好事例。個人で

静かに勉強するタイプの席は図書館

等にもあります。今はアクティブラー

ニングの時代なのでグループ学習の

課題もありますし、テスト前などは友

人と問題を出し合って勉強すると効

（仮称）北上野二丁目福祉施設の「交

流の場（若者を中心としたエリア）」に

おいては、小中学生に実施したアンケ

ート調査結果を踏まえ、「学習室」では、

落ち着いて勉強できる環境を整えま

す。一方、「くつろぎ空間」は、グルー

プ学習を含め、自由に過ごすことがで

きる場として整備します。 

なお、「台東区生涯学習センター」の

機能強化のための改修工事において

は、図書館資料を活用したグループワ

ークができる「（仮称）アクティブラー

ニングルーム」を整備予定です。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

果が上がります。昔ながらの静かな自

習室ではなく、様々なタイプの学習ス

ペースを研究して時代に合った学習

室を作っていただきたいです。 

 

※特定の個人・事業者の名称を含む記

載は控えさせていただきました。 

 

基
本
目
標
４ 

２４ 

子ども達が利用する公園での喫煙

者がいる場合、地域の見守りやパトロ

ールの方たちにも注意していただき

たいです。喫煙所の案内が掲示されて

いても従わずに保育園のお散歩して

いる子ども達が近くにいても喫煙し

ている人たちもいます。安心して子育

てできる支援というのなら、そういう

身近な問題にも対処していただきた

いです。 

本区では、喫煙者と非喫煙者がとも

に快適に利用できる環境を目指し、一

部の公園を除き分煙としているほか、

全ての児童遊園は、禁煙としています。 

また、子供を受動喫煙の悪影響から

守るため、子供達が多く集まる場所や

遊具周りは禁煙としているほか、「東京

都台東区ポイ捨て行為等の防止に関す

る条例」により、朝の通勤時間帯である

午前７時から午前９時までは「喫煙禁

止時間」として、遊具周りでなくとも公

園は禁煙としています。 

現在、これらのルールが守られるよ

う、掲示物の設置に加え、近隣に公衆喫

煙所がある公園では、喫煙者へ当該喫

煙所の利用を促す注意喚起も掲示して

います。併せて、公園巡回警備も実施し

ており、警備員は、上記のルールが守ら

れていない場合を発見した際は、直接

声がけを行っています。 

引き続き、巡回指導やマナー啓発を

推進してまいります。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
４ 

２５ 

禁煙の取り組みを推進してほしい。

当たり前のように路上喫煙をし、子ど

もたちが遊ぶ公園でもおかまいなし

に喫煙している。タバコの吸い殻が落

ちているのをよく目にするし、公園内

もタバコの匂いがする。この地で安心

して子育てできない。喫煙ルールを守

らない人にはもっと厳しくするべき

だ。 

本区においては、区条例により、ポイ

捨て行為及び歩行喫煙を禁止するとと

もに、朝７時から９時までの２時間を

「喫煙禁止時間」とし、路上や公園等、

公共の場所での喫煙を禁止していま

す。「喫煙禁止時間」帯以外においては、

区条例での規定はありませんが、公園

内においては、児童遊園や遊具周りを

禁煙にする等、公園における喫煙ルー

ルを設定しています。現在、これらのル

ールが守られるよう、掲示物の設置や

公園巡回警備による指導及びマナー啓

発に努めています。 

引き続き、公衆喫煙所の整備を推進

するとともに、喫煙者に対するマナー

啓発や巡回指導に取り組んでまいりま

す。 

 

（施策の展開１ 安心して過ごせる居

場所づくり） 

 

基
本
目
標
４ 

２６ 

小学校併設の区立幼稚園に通園し

た場合は、地区指定の小学校だけでな

く、併設の小学校への入学許可もいた

だきたいです。慣れた通園ルートで通

学できる安心感や、お友達と一緒に就

学することで、子どもの不安が軽減さ

れると考えます。ご検討よろしくお願

いします。 

小学校の通学区域が決まっている

ことを入園後に知ったので、先々のこ

とを考えると入園前に一言案内があ

ってもよいのかなと思いました。また

支援センターや児童館にも保育園や

幼稚園の募集に関する掲示はありま

すが、その先の小学校通学区域の案内

もあると良いと思います。 

学区域内の就学前人口の推移や学校

の教室数等をもとに、指定校変更を制

限している小学校があり、指定状況は

流動する可能性があります。そのため、

併設小学校学区域外から通う園児の就

学枠を設定することは困難な状況で

す。 

募集案内時に、通学区域に関する説

明を行っていますが、より丁寧な案内

に努めてまいります。 

 

（施策の展開２ 学ぶ環境の整備） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
４ 

２７ 

台東区共通カリキュラム小さな芽

で接続期教育について、小学校にも浸

透してきて、今年、１年生に入学した

息子の授業公開に行くと、姉（５年生）

の１年生の時よりは就学のハードル

が下がっているので、良いと思う。ま

だ慣習などは昔のやり方が残ってい

ると思う所はあるので、引き続きお願

い致します。学校によって学習支援員

の配置がまばらだと思うので（配慮を

要する子などについている方を除い

て）、教員の負担軽減や目が行き届く

ように各校に何名など配置できると

より手厚い教育活動が見込めるので

はないかと思う。 

本区では、幼児期において遊びを通

して育まれてきたことが、各教科等の

学習に円滑に接続されるよう、各小学

校の入学当初において、スタートカリ

キュラムを実施しています。引き続き、

公立・私立、幼稚園・保育園・こども園

の枠を超え、共通の考え方に立った保

育・教育を進めることで、小学校教育と

の円滑な接続を図ってまいります。 

また、児童の学習や生活を支える職

員として、学力向上推進ティーチャー

や特別支援教育支援員、エデュケーシ

ョン・アシスタント、スクール・サポー

ト・スタッフ等を配置し、教員の負担軽

減や学校の組織体制の充実を図ってい

ますが、今後も児童一人ひとりの個性

や能力を伸ばす多様な学びの環境を整

備するため、これらの取組を一層充実

させてまいります。 

 

（施策の展開２ 学ぶ環境の整備） 

 

基
本
目
標
４ 

２８ 

子供は未来を作るので、行政には教

育や家庭環境の充実に力を注いでも

らいたいです。教育と言っても勉強だ

けではなく、生きていく為の学びの機

会を増やして欲しいです。我が家は経

済的に子どもへの学びにはお金を出

せないです。 

各学校では、児童・生徒の知・徳・体

にわたる「生きる力」を育むための教育

活動を推進するとともに、区内の文化

施設や企業・団体等と連携して、多様な

体験活動の機会を提供しています。 

引き続き、それらの充実に取り組む

ことで、児童・生徒一人ひとりの個性や

能力を伸ばす学びの環境を整備してま

いります。 

 

（施策の展開２ 学ぶ環境の整備） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
４ 

２９ 

海外修学旅行の導入。グローバルな

次世代育成のキッカケとして、港区の

ように導入を決断してほしい。 

修学旅行については、学習指導要領

に従い、学校が計画し、実施するものと

されています。そのため、児童・生徒の

学習成果や体験が十分得られるよう、

校長が企画立案をしていますが、教育

委員会としては、必要に応じて学校へ

の助言を行ってまいります。 

また、教育委員会では、グローバル教

育を推進するため、令和６年度より、区

立中学校生徒 20名程度を、オーストラ

リア連邦シドニー市、ノーザンビーチ

市に派遣しています。 

今後も、海外における生活や学習及

び相互交流等の直接体験を通して、豊

かな人間性を培う機会を提供し、国際

社会において、尊敬と信頼の得られる

区民の育成を目指してまいります。 

 

（施策の展開２ 学ぶ環境の整備） 

 

基
本
目
標
４ 

３０ 

ジュニア駅伝に３年生も出られる

ようにしてほしい。低学年でもチーム

を組んで参加したかった 

ジュニア駅伝大会の小学生のクラス

は、児童の体力差を考慮し、小学４年生

から６年生を対象として実施していま

す。現時点での対象年齢の拡大につい

ては、予定はありませんが、いただいた

ご意見は、今後の参考にさせていただ

きます。 

 

（施策の展開３ 社会参画・多様な活

動機会の充実） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
４ 

３１ 

６年生の息子が体験で「スポーツひ

ろば」を利用しました。（11月＠リバ

ーサイド）専門のコーチの方がパワフ

ルで楽しく教えてくださって、子ども

たちも見学に行った保護者さんも「と

ても良かった！」と感想を教えてくれ

ました。以前同じ小学校だった中学生

のお友達にも再会できて嬉しそうで

した。専門的な陸上コーチが教えてく

れることはもちろん、学校が別になっ

た交友関係がまたつながることも素

敵だなと思いました。まだ試行的な運

用と聞いたことがありますが、ぜひ継

続していただけたら嬉しいです。 

10 月に小学６年生を対象に実施した

台東区地域スポーツクラブ体験会に参

加した保護者の方からのご意見かと思

います。 

本区では、中学校部活動の地域連携・

地域移行の取組として「陸上競技」を休

日の地域クラブ活動としてモデル実施

しています。モデル実施は、令和７年度

までですが、その後の実施については、

今後検討してまいります。 

 

（施策の展開３ 社会参画・多様な活

動機会の充実） 

 

基
本
目
標
４ 

３２ 

小中学校の課外活動を民間などの

外部団体への委託。学校関係者の負担

軽減を図り、生徒達への教育などにつ

なげる。 

中学校における部活動については、

令和５年度に在り方検討協議会を設置

し、有識者の意見を踏まえつつ、本区の

実態に応じた地域連携・地域移行を進

めているところです。 

今後も、学校関係者の負担軽減はも

とより、児童・生徒一人ひとりの個性や

能力を伸ばす多様な学び・活動の機会

を提供できるよう努めてまいります。 

 

（施策の展開３ 社会参画・多様な活

動機会の充実） 

 

基
本
目
標
６ 

３３ 

警察の見回りの強化。（アメ横など

外国人も多くなってきたので、子供が

心配） 

ご意見にある警察の見回りの強化に

ついては、警察に関する業務のため、区

として回答はいたしかねますが、本区

では、子供の安心・安全を守る取組とし

て、学校や公園等の子供に関係する施

設を中心に巡回パトロールを毎日実施

するほか、子供が身の危険を感じた場

合に助けを求めることができる「こど

も 110 番」や防犯ブザーの貸与等を実

施しています。 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

今後も子供が犯罪に巻き込まれるこ

とを未然に防ぐため、地域の関係機関

等と連携を図りながら、安全で安心な

まちづくりを推進してまいります。 

 

（施策の展開２ 子供の安心・安全を

守る取組の推進） 

 

基
本
目
標
６ 

３４ 

台東区の地価が上がってしまい、

中々家族で台東区（特に谷中側）に住

むことが厳しく転居する家庭が多い

と感じる。実際に聞いたところでは、

今までは子どもが小さかったので、手

狭な賃貸物件でも大丈夫だったが、子

どもが大きくなる幼児に上がったこ

ろや小学校就学前など都外、区外など

より安価な地域への移住が増えたと

感じる。また、保護者の働き方として

リモートができるようになったこと

で都心に近いところにいなくてもよ

くなったなどの理由もあると感じて

いる。台東区も足立区のように、若年

層カップル、夫婦の取り込みに力を入

れ、子どもの人数増えるような対策を

したり、「子どもが増える＝保育園が

必要＝保育士が必要」という構図にな

るので、保育士の雇用にも力を入れて

いただきたい。台東区に事業所がある

場合には、上野のハローワークが管轄

になるが、足立や墨田のように人材確

保部門（看護、福祉、建設などの雇用

特化部門）を設けるなど台東区として

全体で子どもを集められる施策が必

要と感じる。 

 

  

近年、区内では、ファミリータイプの

集合住宅の増加や住戸面積の改善等が

見られる一方、住宅価格が上昇傾向に

あります。また、就学前の子供がいる世

帯の転出が少なくない状況も認識して

います。 

そのため、本区としては、子育て世帯

がニーズに応じた住宅を確保できるよ

う、住宅市場の動向等を分析しながら、

より広い面積の住戸の供給誘導を含

め、より実効性のある取組について検

討してまいります。 

また、保育士の雇用については、国や

都の補助金に加え、区独自加算として

保育士雇上げ経費に対する加算を実施

し、保育事業者を支援しているところ

です。引き続き、保育士の人材確保や処

遇改善に向けて必要な施策を実施して

まいります。 

今後とも、国や都の動向、社会経済状

況の変化も踏まえ、住宅施策や保育施

策のみならず、区の施策分野の連携を

十分に図りながら、子育て世帯の生活

環境の整備に取り組んでまいります。 

 

（施策の展開４ 子育てしやすい生活

環境の整備） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
６ 

３５ 

子育てしやすい環境のため、喫煙者

への取り締まりや飲食店の喫煙者へ

の指導強化。 

健康増進法や東京都受動喫煙防止条

例の施行に伴い、基準を満たした喫煙

室以外での屋内喫煙は原則禁止されて

います。 

また、本区では、令和３年４月に「公

衆喫煙環境の整備指針」を策定し、公衆

喫煙所の設置や喫煙者へのマナー啓発

等に取り組み、喫煙する人としない人

が共存できる分煙環境の整備を推進し

ています。加えて、来街者の増加等の状

況変化に応じて、喫煙等マナー指導員

の増員を図る等、対策を強化していま

す。 

今後も引き続き、喫煙マナーの向上

及び啓発の推進に努めてまいります。 
 

（施策の展開４ 子育てしやすい生活

環境の整備） 
 

基
本
目
標
６ 

３６ 

公園でタバコを吸ったり昼寝をし

ている大人が多い。特に浅草は歩きタ

バコをしている日本人、観光の外国人

も多数いる。外国人は道端にゴミや大

きめのゴミ袋を堂々と捨てている姿

も見るので、しっかり取り締まって欲

しい。公園も薄暗く、汚く、安心して

遊ぶどころか入ろうとも思えない公

園もあるので、どうにかして欲しい。

一方通行を逆走している観光客の車

もよく見る。子供が伸び伸び、楽しく、

安全に遊べる区にして欲しい。 

本区においては、区条例により、ポイ

捨て行為及び歩行喫煙を禁止するとと

もに、朝７時から９時までの２時間を

「喫煙禁止時間」とし、路上や公園等、

公共の場所での喫煙を禁止していま

す。現在、これらのルールが守られるよ

う、喫煙等マナー指導員の配置や、多言

語で標記したポスター等を用いて、マ

ナー啓発に努めているところです。加

えて、観光客への情報発信の強化とし

て、公衆喫煙所の場所を探せるデジタ

ルマップを公開しています。 

また、観光客によるごみのポイ捨て

等が課題となっていることから、「持ち

帰り用のごみ袋」や「観光マナー啓発リ

ーフレット」を配布し、日本の観光マナ

ーを正しく理解していただけるよう取

組を進めています。 

引き続き、区民生活と調和する観光
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

を推進するとともに、子供が安心・安全

に育つ地域づくりに取り組んでまいり

ます。 

なお、今後の公園整備にあたっては、

多様化するニーズを区内の公園全体で

応えられるよう、経過年数や利用実態

を考慮しながら整備してまいります。 
 

（施策の展開４ 子育てしやすい生活

環境の整備） 

 

計
画
全
般 

３７ 

子育てをしながら働くお母さんが

私の周りに多く、私も障害のある子を

育てながら働く母子家庭です。子供と

の生活はとても大切で、仕事の時間は

生活費のための労働と言ったところ

です。 

仕事を楽しみながら、子育ても楽し

くという理想はありますが、現実はな

かなかそうはいかず、ワンオペの親は

疲れすぎて、子供に愛情を注げない人

もいます。そんな感じで生活をしてい

たら子どももなんだか不安やモヤモ

ヤとした気持ちで生活し、育ってしま

うのは残念です。子育て世帯には豊か

に暮らしてほしいし、私も豊かさを感

じて生活したいです。 

 

子供に対する支援に望むのは、まず

親に対する生活のゆとり（ゆとりがあ

ると人は優しくなれると思います）。

今は大人も大変すぎて、その皺寄せが

子供にきているような感じがしてい

ます。 

是非、子育て世帯に優しい行政をお

願いします。未来ある台東区であって

欲しいです。 

本区では、安心して子供を生み育て

られるよう、子育てに関する様々な悩

みに対応できる包括的な相談支援体制

を強化するとともに、経済的負担を軽

減するための取組等を通じて、妊娠期

から子育て期までの一貫した切れ目の

ない支援を行っているところです。 

今後も保護者の皆様が、経済的な不

安や孤立感を抱いたり、仕事との両立

に悩んだりすることなく、また、過度な

使命感や負担を抱くことなく、ゆとり

を持って、お子さんに向き合えるよう、

子育て当事者の視点に立った施策を推

進してまいります。 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

そ
の
他 

３８ 

子どもが在籍している蔵前小学校

では、６年生の音楽の授業で金管バン

ドに取り組んだり、課外活動としての

オーケストラに参加できるなど音楽

活動が充実しています。本格的な楽器

に触れることができ、練習を重ねて発

表することが子どもの情操教育に役

立っていると感じます。その一方で、

金管バンドにかかる費用（外部専任講

師料・楽器代）はPTA会費（６年生児童

数×単価）で賄っています。学校の音

楽の授業にかかる費用をPTAに加入し

ている保護者のみが負担するのでは

なく、公教育としての予算をきちんと

つけてほしいです。また、楽器は保護

者側に事前の相談なく購入されるこ

とがあり運用に疑問を感じています。

他の市区町村では寄贈に関して所定

の手続きがあると思うのですが、台東

区ではどのように運用されているの

でしょうか。行政から学校へ、寄贈に

関するルール周知と実行性の確認の

必要を感じています。 

教育委員会では、外部講師料や楽器

の購入・修繕に要する経費を含め、各学

校からの要望に基づいて予算編成を行

っています。物品の寄贈については、寄

贈者から寄付申請書を提出していただ

き、その内容を審査したうえで受領し

ています。ご指摘の楽器の件について

は学校とＰＴＡの間の協議により決定

された事項と認識していますが、状況

等を踏まえ、必要に応じて学校側への

確認、助言等を行ってまいります。 

そ
の
他 

３９ 

子どもが通う蔵前小学校では学校

では標準服を着用することになって

います。標準服とはいえ、保護者の認

識は制服で、取り扱いのある洋品店で

ブレザー等一式をそろえている家庭

がほとんどです。標準服があることに

ついては式典に別の服を買いそろえ

る必要がなく、合理性を感じる一方、

それぞれの単価が高額で子供の成長

ごとに買いなおす点は経済的に負担

を感じています。（同じようなスカー

トでも、小学校推奨の洋品店では

9,000円近くしましたが、インターネ

ットで似たようなスカートが3,000円

標準服については、児童・生徒がその

着用の義務を負うものではなく、望ま

しいと各学校が推奨している服装で

す。その着用については、これまでも児

童・生徒の状況に応じて各学校が個別

に対応していますが、個別対応が可能

であるとの情報を積極的に提供するよ

う、各学校に指導・助言してまいりま

す。 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

で購入できました。）また、学校推奨

の洋品店ではタイミングによって在

庫がなく、購入したいときに購入でき

ないということもありました。標準服

があることは構わないのですが、上は

白ポロシャツ、下は紺色くらいの柔軟

な案内にしていただけると経済的に

も手間としても保護者の負担が軽く

助かります。 

 


